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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　子供を座らせるための食事用椅子であって、
　前記食事用椅子は、底部と背もたれを有する座席を具え、
　前記食事用椅子は、或る高さで、前記座席を取付け及び支えるためのフレームを具え、
前記底部が、前記フレーム上にある複数の固定された座席位置チャンネルの間で位置を調
節することができ、該座席位置チャンネルは、各座席位置チャンネルの最後尾の端が上か
ら下に向かって徐々に前方で終了するように延び、
　前記座席の位置を固定するためのチャンネルのいずれかで、前記座席を保持するための
座席ラッチング機構を具え、
　前記座席ラッチング機構は、前記フレーム上にあるスライドバーを具え、前記スライド
バーは、前記座席の位置を固定するためのチャンネルそれぞれと交差するように設けられ
、ロック位置と解除位置の間の軸に沿って動くことが可能であり、前記スライドバーがロ
ック位置にあるとき、前記座席が、それぞれの座席位置のチャンネル内でロックされてお
り、前記スライドバーが解除位置にあるとき、前記座席はそれぞれの座席位置のチャンネ
ルから取外すことが可能であり、
　前記スライドバーの末端に取付けられたボタンを具え、前記ボタンは、第１と第２の位
置の間で、前記スライドバーの軸に対して横向きの軸に沿って動き、前記スライドバーは
、前記ボタンが第１の位置にあるときは動くことができず、該ボタンが第２の位置にある
ときは、ロック位置と解除位置の間をスライドすることができることを特徴とする、
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　子供の食事用椅子。
【請求項２】
　前記座席に座らされた子供を固定するための安全ベルトを具え、前記安全ベルトは、前
記座席に固定され、前記背もたれの裏面に隣接した位置で、様々なサイズに調節可能であ
る、請求項１の子供の食事用椅子。
【請求項３】
　前記安全ベルトが紐を含む、請求項２の子供の食事用椅子。
【請求項４】
　前記フレームの第２の位置に取付けられたフットレストを具え、前記フットレストが前
記フレーム上のフットレストの位置を固定するための複数のチャンネルによってその位置
を調節できる、請求項１の子供の食事用椅子。
【請求項５】
　前記フットレストと座席が独立して調節可能である、請求項４の子供の食事用椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、幼児の食事用椅子(highchair)、又は、幼児用特殊椅子(booster seat)のよ
うな、子供のための椅子に関し、特に、調節可能な部品を具えた子供用の椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　幼児の食事用椅子又は、幼児用特殊椅子は、乳児、幼児及び小さな子供のために、高い
座面を提供することを主な目的として、長い間存在している。当初は、食卓の高さまで子
供を持ち上げるために、シートのみを高くした。着脱可能な食事用トレイは、すぐに有用
な付属品となり、改良された幼児用の食事用椅子、又は幼児用特殊椅子は子供に食事を与
える場として他に類をみないものとなり、全ての家族に「必須アイテム」となった。
【０００３】
　典型的には、これらの椅子は、フリーサイズであった。子供によっては、他の食事中の
家族に殆ど管理されず、食卓から離れたところで食事をすることができる。食事用のトレ
イは、楽に片付けられるように着脱可能であり、調節可能なシートベルトのような腰ベル
トは、意図的に、或いは意図でなくとも、椅子から降りてしまう小さな子供を固定するの
に役立つようになった。
【０００４】
　子供の椅子が改善されるにつれて、より柔軟で、洗濯可能な材料が使用され、角は丸く
され、他の安全で便利な構成が加えられた。しかしながら、既知の先行技術の椅子のどれ
も本発明によって解決された問題のうちの各々又は、全てを扱っていない。本発明の幼児
用の椅子は、迅速且つ簡便に調節できる、単純なデザインと操作性を有する構成要素を提
供し、多くの用途に適応可能である。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、追加構造及び操作上の有利性を提供しつつ、従来の椅子の欠点を解決して、
改善された椅子の実施例を多数示す。
【０００６】
　第１の実施例では、子供を座らせるための、幼児の食事用椅子を示した。幼児の食事用
椅子は、座部と背もたれを有する座席を具える。また、或る高さの位置に座席を取付け保
持するためのフレームを具え、座席の底部は、フレーム上に固定された複数の座席位置チ
ャンネル間で調節可能である。座席位置チャンネルは、各座席位置チャンネルの最後尾の
端が上から下に向かって徐々に前方で終了するように延びる。座席を固定するためのどの
位置チャンネルでも座席を保持できる座席ラッチング機構を具える。このような実施例に
おいては、座席ラッチング機構は、座席を固定するための位置チャンネルのそれぞれに挿
入するために設置され、ロック位置と解除位置の間を軸に沿って動くことができるスライ
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ドバーを具える。その場合、座席は、スライドバーがロック位置にある場合は、チャンネ
ルでロックされ、スライドバーが、解除位置にある場合は、チャンネルから取外すことが
できる。スライドバーの一方の末端に取付けられたボタンは、第１と第２の位置の間で、
スライドバーの軸に対して横向きの軸に沿って動き、スライドバーは、ボタンが第一位置
にあるとき、動かせないが、ボタンが第二位置にあるとき、ロック位置と解除位置の間を
スライドすることができる。
【０００８】
　第２の実施例として示した幼児の食事用椅子は、第１の実施例にさらに、フットレスト
の位置を固定する複数のチャンネルをフレームに具え、フレームは第１の座席位置チャン
ネルにおいて、底部を支え、フットレストは、第１のフットレスト位置チャンネルにあり
、座席の底部とフットレストは、それぞれ独立して、座席位置チャンネル及びフットレス
ト位置チャンネルの間で調節することができる。
【０００９】
　第３の実施例では、幼児の食事用椅子は、第１の実施例にさらに、座席に座っている子
供を固定するための腰ベルトを具え、腰ベルトは、座席に固定され、背もたれの裏面に隣
接した位置で、種々のサイズに調節可能である。
【００１４】
　これらの実施例、他の実施例及び発明の概念は、下記の記載や図によってより容易に理
解されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は本発明の幼児の食事用椅子の実施例の１つを示した図である。
【図２】図２は図１の正面図である。
【図３】図３は図１の平面図である。
【図４】図４は図１の側面図である。
【図５】図５は図１の分解組立図である。
【図６Ａ－Ｃ】図６A-Cは解除ボタンの動き方を説明するための、V字型部材の一連の動き
の実施例を外側から示した図である。
【図７Ａ】図７AはV字型部材を内側から示した図である。
【図７Ｂ】図７Bは図７Aのサイドパネル部分を拡大して、ロックされた位置にあるスライ
ドバーを示した図である。
【図８Ａ】図８A は図７A と同じV字型部材を内側から示した図である。
【図８Ｂ】図８Bは図８Aのサイドパネル部分を拡大して、ロックされていない位置にある
スライドバーを示した図である。
【図９】図９はサイドパネルを内側から示した図である。
【図１０】図１０は本発明の座部の実施例の１つを示した図である。
【図１１】図１１は図１０のセンターポストを拡大した図である。
【図１２】図１２は図１０のTトラックを拡大した図である。
【図１３】図１３は本発明の解除ボタンの裏側の実施例の１つを示した図である。
【図１４】図１４は本発明のスライドバーの実施例の１つを示した図である。
【図１５】図１５は本発明のトレイの実施例の１つを示した図である。
【図１６Ａ－Ｅ】図１６A-Eは図１５で示したトレイを５つの方向から示した図である。
【図１７】図１７は図１５で示したトレイの分解組立図である。
【図１８Ａ】図１８Aはロックされた状態の図１５のトレイの下側の面を示した図である
。
【図１８Ｂ】図１８Bは図１８Aの中で示された領域を拡大した図である。
【図１９Ａ】図１９Aは調節可能状態の図１５のトレイの下側の面を示した図である。
【図１９Ｂ】図１９Bは図１９Aの中で示された領域を拡大した図である。
【図２０Ａ】図２０Aは解除された状態の図１５のトレイの下側の面を示した図である。
【図２０Ｂ】図２０Bは図２０Aの中で示された領域を拡大した図である。
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【図２１】図２１はセンターポストの付根に取付けられた安全ベルトの実施例の１つを示
した図である。
【図２２】図２２は本発明の実施例の中で使用される５点安全ベルトを示した図である。
【図２３】図２３は本発明の他の実施例を示した図である。
【図２４】図２４は図２３の正面を示した図である。
【図２５】図２５は図２３の上面を示した図である。
【図２６】図２６は図２３の側面を示した図である。
【図２７】図２７は本発明の他の実施例を示した図である。
【図２８】図２８は図２７の正面を示した図である。
【図２９】図２９は図２７の上面を示した図である。
【図３０】図３０は図２７の側面を示した図である。
【図３１】図３１は本発明の幼児用特殊椅子の実施例の１つを示した図である。
【図３２】図３２は図３１に示した幼児用特殊椅子を他の角度から示した図である。
【図３３】図３３は図３１に示した幼児用特殊椅子の正面図である。
【図３４】図３４は図３１に示した幼児用特殊椅子の左側面図である。
【図３５】図３５は図３１に示した幼児用特殊椅子の右側面図である。
【図３６】図３６は図３１に示した幼児用特殊椅子の上面図である。
【図３７】図３７は図３３の拡大図である。
【図３８】図３８は図３１に示した幼児用特殊椅子の底面図である。
【図３９】図３９は図３１に示した幼児用特殊椅子の分解組立図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、多くの異なる形態における実施例が可能であるため、下記の実施例は、本発
明をより詳しく説明するための例示に過ぎず、これにより、本発明の技術的範囲が限定さ
れるものではない。
【００１７】
　図1～図３９を参照すると、幼児の食事用椅子に関する多くの実施例、特徴及び構成が
示されている。下記の実施例及び図において、符号１０は、幼児の食事用椅子を示す。こ
の食事用椅子１０は、四本の脚２２を有するフレーム２０、底部(bottom support)６１と
背もたれ(back support)６２を有する座席(seat)６０及び、トレイ９０を具える。しかし
ながら、実施例に示す通り、これらの基本的な構成に種々の変更を加えることで、幼児の
食事用椅子を、カスタマイズすることができる。安全性や利便性の向上のため、及び/又
は、他の用途に使用するためなど、目的に応じて、基本的な構造である幼児の食事用椅子
１０に変更を加えて、カスタマイズすることが可能である。
【００１８】
　図１～５を参照すると、基礎的な幼児の食事用椅子のフレーム２０が容易に理解できる
。フレーム２０は、リア・フレーム２３とフロント・フレーム２４で連結された２つの逆
V字型部材２１から構成されている。これらのリア・フレーム２３とフロント・フレーム
２４は、好ましくは、くぎ、ねじ又は接着剤などによって部材２１に固定され、フレーム
２０を安定させる。ノッチ２５が部材２１の内側にあり、タブ２６に対応している。ノッ
チ２５は、２つの部材２１の間に挟まれている、リア・フレーム２３とフロント・フレー
ム２４の適切な位置を決定するのに役立つ。フロント・フレーム２４は、幼児の食事用椅
子１０への登り降りのためのステップとしても役立つ。
【００１９】
　フットレスト２７が、フロント・フレーム２４の真上にあり、２つのV字型部材２１に
挟まれている。フットレスト２７によって、フレーム２０はさらに安定する。フットレス
ト２７は、フロント・フレーム２４と外観はとても似ているが、フットレスト２７は、フ
レーム２０に沿って、高さ方向の調整が可能である。図１を参照すると、フレーム２０の
前脚の内側にある、フットレスト２７を固定するための、位置チャンネル２８が複数示さ
れている。位置チャンネル２８は、V字型部材２１のV字の内側方向にチャンネルの溝が開
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いており、途中で挿入が止まるように、チャンネルの溝はV時の外側の端の手前で終了す
る。図５を参照すると、フットレスト２７の両側面にある、突起２９が示されている。位
置チャンネル２８の開いた側から、溝が終了してフットレスト２７が挿入できなくなるま
で、突起２９を挿入することにより、フットレスト２７を位置チャンネル２８のそれぞれ
の位置に配置することができる。
【００２０】
　図１の実施例においては、隣接するチャンネルが等間隔で、4つの位置チャンネル２８
が示されているが、チャンネルの数は要求に応じてカスタマイズすることができ、例えば
、図６の実施例においては、位置チャンネル２８は３つしかない。突起２９は位置チャン
ネル２８の内側に、摩擦ではまるように大きさを調整することが可能である。或いは、フ
ットレスト２７が正しい位置に挿入されたとき、従来からある施錠装置(図示せず。)によ
って、位置チャンネル２８にフットレスト２７をロックすることも可能である。
【００２１】
　フロント・フレーム２４は、フレーム２０に固定されるが、フットレスト２７は、V字
型部材２１に固定されてももちろんよい。
【００２２】
　フレーム２０の一番上には、V字型部材２１にそれぞれ取付けられた、サイドパネル７
０がある。サイドパネル７０は、好ましくは、ねじ又はボルトによってV字型部材２１に
固定される。サイドパネル７０は、座席６０の用途及び操作性に関係する。座席６０につ
いては、以下の実施例でより詳細に説明する。
【００２３】
　座席６０は、底部６１及び背もたれ６２を有しており、図５に示すように、調節可能な
座席６０により、フレーム２０はより安定する。他の実施例においては、（図示していな
いが）底部６１と背もたれ６２は集合的に、又は、単一の部材として設計することも可能
である。しかしながら、背もたれ６２は、好ましくは、フレーム２０の内部で固定され、
サイドフランジ６３が、V字型部材２１の上部のフレーム２０の側面と背もたれ６２を固
定する。反対に、底部６１は、様々な大きさの子供に対応するため、上下方向に位置調節
が可能であることが好ましい。図５および図１０を参照すると、座席６０の底部６１はU
字型であり、背もたれ６２とともに、適切に配置されることによって、幼児用の食事椅子
１０は安全で快適な座り心地になる。さらに、フレーム２０の内側に取付けられているサ
イドパネル７０には、位置チャンネル６４があり、この位置チャンネル６４のいずれかに
底部６１を固定することにより、底部６１の位置の調節が可能となっている。本実施例に
おいては、位置チャンネル６４は、３つ示されているが、お互いが垂直方向に等間隔に配
置されることが好ましい。この位置チャンネル６４はその数に限定はなく、パネル７０上
に底部６１の位置を調節する目的で設置される。
【００２４】
　図５～９を参照すると、サイドパネル７０の外観がより詳細に示されている。サイドパ
ネル７０は、２つのV字型部材２１のそれぞれの内側表面に固定される。本実施例におい
ては、このサイドパネル７０は、台形で示されているが、V字型部材２１の上部の構造の
輪郭と一致する形及び大きさが好ましい。このパネル７０は、それぞれ、その表面に位置
チャンネル６４を３つ有している、第一の表面７１と、第一の表面７１の裏側で、取付け
のためにフレーム２０と接している、第二の表面７２を有している。このサイドパネル７
０のうち少なくとも1つは、第二の表面７２とV字型部材２１の間に設けられる、スライド
バーチャンネル７３を具えている。このスライドバーチャンネル７３は、位置チャンネル
６４を横切り、交差する。詳細は、以下に説明する。
【００２５】
　Tトラック７４が、底部６１の両側面に取付けられており、位置チャンネル６４は、こ
のTトラック７４を受け入れ、保持し、ガイドするために設計され、横から見た断面がT字
状になっている。このTトラック７４は小さなV字型ノッチ７５を含み、サイドパネル７０
の前端部７６において、望ましい位置チャンネル６４に挿入される。その後、サイドパネ
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ル７０の後端部近くにある、位置チャンネル６４の終端部７７まで導かれる。Tトラック
７４の先端にあるテーパは、望ましい位置チャンネル６４への挿入を導くのに役立つ。位
置チャンネル６４は、それぞれの位置チャンネル６４の一番奥の端が、サイドパネル７０
の下へ行くほど、少しずつ前側で終了するように延びている。位置チャンネル６４のこの
ような特徴によって、底部６１の高さが低くなるにつれ、座部６１は背もたれ６２の前方
に移動することになる。背もたれを維持しながら、より長い脚に合わせて、底部６１を意
図的に前に動かしているので、この特徴によって、より大きな子供でも使いやすいように
なっている。
【００２６】
　サイドパネル７０の少なくとも一方についているスライドバーチャンネル７３の中で機
能するスライドバー７８は、位置チャンネル６４の１つに底部６１をロックするためのも
のである。
【００２７】
　好ましくは、図１４に示すように、スライドバー７８は、１つの三角の端をもつフラン
ジ７９を具えている。その三角の端は、それぞれの位置チャンネル６４の位置に相当する
。すなわち、３つのフランジ７９は３つの位置チャンネル６４のために使われる。底部６
１が位置チャンネル６４のうちいずれに挿入されても、それぞれのフランジ７９は、Tト
ラック７４のV字型ノッチ７５と噛合う。このフランジ７９は、Tトラック７４が位置チャ
ンネル６４から外れるのを防いでいる。それにより、底部６１は正しい位置にロックされ
る。
【００２８】
　図６A～Cを参照すると、Vノッチ７５から対応するフランジ７９をはずすために、スラ
イドバーチャンネル７３の中にあるスライドバー７８を動かすことで、Tトラック７４の
ロックをはずすことができる。
【００２９】
　図７～８を参照すると、解除ボタン８０の作動が示されている。解除ボタン８０は、ス
ライドバー７８の一端から延びているレッジ８１に対して摺動接触する。この解除ボタン
８０は、スライドバー７８の上下の動きをロックしたり、解除したりする。また、解除ボ
タン８０は、容易に掴んだり、使用者の指でロック状態と解除状態間を容易に動かすべく
、底面に、小さな突起、あるいは、同様にして積極的に感知できる効果のある物を具える
とよい。図６A～６Cを参照すると、解除ボタン８０は、ロック位置にある場合、好ましく
は、フレーム２０の下側と外側の両方と同一平面にある。V字型部材２１にある小さなノ
ッチ８２が、解除ボタン８０を収容する。これにより、解除ボタン８０は、フレーム２０
と水平になるだけでなく、このような装置を引いたり、押したりする小さな子供から目立
たないようになる。図６B及び６Cが示すように、ロックが解除されると、解除ボタン８０
は、フレーム２０の表面の外側に向かって延び、これによって、上述したように、位置チ
ャンネル６４に挿入されている底部６１をロックしたり、アンロックしたりするための、
スライドバー７８が上下に調節可能となる。
【００３０】
　図１０及び１１を参照すると、底部６１の上表面に、脱着可能に取付けられているのが
、センターポスト１００である。このセンターポスト１００は、本発明の幼児用の食事椅
子のための多くの利点を与える。センターポスト１００は、好ましくは、底部６１の下側
からねじやボルトによって取付けられる。しかしながら、センターポスト１００が頑丈に
取付けられる方法なら、どのような方法でも適切である。
【００３１】
　センターポスト１００の１つ目の利点は、子供の食事用椅子１０に座っている子供が、
底部６１の前側に滑らないように保持する安全な装置であることである。センターポスト
１００は、好ましくは、底部６１の中心に設置され、座るときは、子供がセンターポスト
１００をまたいで座ることができる。しかしながら、センターポスト１００は、子供のた
めの唯一のサポート機能ではなく、他の安全対策とともに、使用されるべきである。
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【００３２】
　センターポスト１００は、腰ベルトを取付けるためのポイント１０２を提供する。この
ポイント１０２は、センターポスト１００の根元にあるスロット１０６から延びる腰ベル
ト紐１０４を設けるために作られている。腰ベルト１２０は、多くの子供用のシートで使
用されている、もう一つの安全装置である。適切なベルト用バックル１２２は、例えば、
２点ベルトや３点ベルトのような、使用される安全ベルトのタイプによって、ストラップ
の端（センターポストのフリーエンドの外側）を延ばして、取付けられる。センターポス
ト１００を取外すと、残った腰ベルトは使用できない。
【００３３】
　センターポストの他の特徴は、トレイ９０を取付けるために必要であるということであ
る。図１１に、センターポストの上端にトレイガイド９１が示されている。このトレイガ
イド９１は、両方向からトレイ９０が取付けられるように、両端が開かれている（下の説
明参照）。しかしながら、このトレイガイド９１は、望まれるなら、センターポスト１０
０の後ろ側は閉じられていて、前側のみ開いていることも可能である。トレイガイド９１
の中に、保持チャンネル９２が複数のトレイ位置決めノッチ９３を含んでいることが示さ
れている。トレイガイド９１は、センターポスト１００から離れずに、トレイ９０が側方
に移動することを可能にする。位置決めノッチ９３は、トレイ９０が特定の位置に固定さ
れることを可能にする。示された実施例においては、３つの離れたトレイ取付け穴を与え
るために、３つの別々の位置決めノッチ９３が示されている。望まれるなら、位置決めノ
ッチの数を増やすことで、より多くの位置調節が可能となることは、言うまでもない。
【００３４】
　図１５～２０を参照すると、幼児用の食事椅子用のトレイ９０の好ましい実施例を示し
ている。上から見ると、トレイ９０は、へこんだフードエリア９４と２つの肘掛９５を含
むことが示されている。トレイ９０を下側から見ると、トレイ９０の前側の端にあるシン
グルハンドル９６がある。小さな手のような覆い９７はシングルハンドル９６を覆ってい
る。ハンドル９６と覆い９７の後方に、ピン９９を含むセンターポストチャンネル９８が
ある。トレイ９０の内側をみると、ハンドル９６がピン９９に直接繋がっていて、ハンド
ル９６を動かすと、ピン９９が動くことが分かる。
【００３５】
　ハンドル９６は、３つの位置を動くことができる。ロック位置、調節位置、解除位置で
ある。ロック位置では、図１８Aと１８Bに示すように、ハンドル９６は、覆い９７の内側
において、最も露出した状態で、ピン９９は、センターポストチャンネル９８の中で、完
全に延びている。調節位置では、図１９Aと１９Bに示すように、ハンドル９６は、覆い９
７の中で、ほぼ半分の位置にあり、ピン９９は、センターポストチャンネル９８の中でほ
ぼ半分延びた状態である。最後に、解除位置では、図２０Aと２０Bに示すように、ハンド
ル９６は、ほぼ完全に覆い９７の外側にあり、ピン９９は、完全に、引っ込んでいる。
【００３６】
　センターポスト１００の図面と説明によると、トレイ９０は、センターポストチャンネ
ル９８と連結することにより、センターポスト１００の上に置かれる。ハンドル９６が解
除位置にあるとき、トレイ９０は、センターポスト１００と適切に接触するように設置さ
れることができる。それから、ハンドル９６は、例えば、ばね付勢（図示せず。）によっ
て、調節位置に移動することが可能であり、トレイ９０は、保持チャンネル９８に入るた
めに同時に動き出すピン９９によって、センターポスト１００に固定される。使用者によ
って、ハンドル９６をさらに解除すると、ピン９９はロック位置に動く。この位置でピン
９９は、トレイの位置決めノッチ９３の一つに入り、トレイ９０がガイド９１においてこ
れ以上動くことを妨げる。新しい位置決めノッチ９３にトレイを動かすために、ハンドル
９６は、調節位置に動かされる必要があり、そこでピン９９は、特定の位置決めノッチ９
３の中ではなく、保持チャンネル９２でロックされる。ピン９９が保持チャンネル９２で
ロックされると、トレイ９０は、横に動くことは可能であるが、センターポスト１００か
ら取外すことはできない。これは全て、片手でできる。トレイ９０を導くために、２つの
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イド１１０は、底部６１の上部と接する。ガイド１１０は、センターポスト１００の上で
トレイ９０がねじれるのを防ぐ。このねじれは、ピン９９を含む前述したトレイ９０のロ
ック機能に損傷をもたらし、有効性を減少させるかも知れないものである。
【００３７】
　腰ベルト１２０は殆どの図において示されていない。しかしながら、そのような実施例
は、下記に述べるようなベルトの用途を含むことが可能であると理解できる。
【００３８】
　図２１及び図２２に示されるように、示された子供の食事用椅子１０の好ましい腰ベル
ト１２０は、５点接触方式である。５点接触方式とは、両肩、両腰、及び股を含む。４、
３及び２点接触方式の腰ベルトは、もし望まれれば、使用可能である。実施例では、上述
したセンターポスト１００に取付けられている以外に、腰ベルトの紐は、スロット１２２
で座席の背もたれ６２を通されている。それぞれの紐は、背もたれ６２の前からではなく
、後ろから個々に調節可能である。このことは、大人が、子供から妨害を受けずに、座っ
た子供に合う腰ベルト１２０に容易に調節することを可能にする。後ろから調節可能であ
ることは、さらに、調節装置が汚れるのを防ぎ、調節をより簡単にする。
【００３９】
　図２３～３０は、幼児の食事用椅子のさらなる実施例を示す。例えば、図２３～２６に
は、トレイを使用しない本発明の幼児用の食事椅子２１０の実施例を示す。この食事用椅
子２１０は、食事のためや、遊ぶためその他何の目的でも、離れたテーブルに小さな子供
を座らせるために使用されるかもしれない。図２７～３０は、センターポストもトレイも
ついていない幼児用の食事椅子３１０の実施例を示す。前述した実施例のように、この食
事用椅子３１０は、離れたテーブルや机を使うのにちょうどよいかもしれない。しかしな
がら、センターポストがないこのハイチェア３１０は、座席から前にすべる傾向にない大
きな子供に適しているかもしれない。当然、もし望まれれば、適切な安全ベルトが、両方
の実施例のハイチェア２１０と３１０に使用されてもよい。
【００４０】
　図３１～３８は、本発明の最後の実施例である、幼児用特殊椅子４１０を示している。
幼児用特殊椅子４１０は、センターポスト５００を有する座席４６０、トレイ４９０及び
フレーム４２０からなる。座席４６０は、調節可能な底部４６１を含むことが示されてい
る。幼児用特殊椅子４１０は、フレーム４２０において、脚４２２を著しく縮小した点で
、幼児の食事用椅子１０と最も顕著に異なる。
【００４１】
　従って、幼児用特殊椅子４１０には、フレームサポートやフットレストはない。調節可
能なトレイ４９０は、幼児の食事用椅子１０のために、上述したように、センターポスト
５００とともに機能する。
【００４２】
　上述及び図面で示された実施例は、限定を加えるものではない。特定の実施例が示され
ているが、記載事項の上位概念から外れずに変更や修正がなされるということは、当業者
に明白である。先行技術に基づいた適切な見方をされる場合、求められる実際の保護範囲
は、次の請求項により定められるものである。
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